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ご あ い さ つ

日頃より、皆様にはアリアンツ火災海上保険に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げま
す。

弊社は、ドイツに本社を置くアリアンツ・グループのメンバーであり、アリアンツ・グループ内で
国際企業等を対象とした企業向け損害保険や特殊な分野の保険商品を専門に扱うアリアン
ツ・グローバル・コーポレート・アンド・スペシャルティ・エスイー（以下「AGCS」）の日本法人です。
AGCSおよびアリアンツ・グループが持つ世界規模のネットワークおよび経験により培われた専
門知識と引受能力を活用し、テーラーメイドの保険商品や最先端のリスク・マネジメントを提供し
ております。

私たちを取り巻く環境は、年々変化のスピードを増すとともに複雑化しております。頻発してい
る自然災害は気候変動に伴い更に大型化することが予想され、また、デジタル社会の進展やIT
技術革新から生じる新たな課題への対応をはじめ、より多様化するリスクへの対応が求められて
います。予想困難な事態が今後も増えていくことが想定される中、弊社はAGCSおよびアリアン
ツ・グループが世界規模で蓄積してきたリスク・マネジメントの経験やノウハウを最大限に活用し
てまいります。

１９９０年に本邦において損害保険事業の認可を取得し、営業を開始して以来、弊社はお客
様第一主義を掲げており、お客様のお役に立つ保険会社であり続けることが最重要と考えてお
ります。弊社は利益のみを追求するのではなく、常にコンプライアンスを遵守し、保険会社として
の社会的使命を果たします。今後ともお客様のご期待にお応えできるよう全社員とも全力を尽く
す所存でございますので、引き続き皆さまからのご指導・ご支援を賜り
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私たちはお客様第一主義のもと、お客様それぞれのニーズに合った革新的かつテーラーメードのリスク・ソリュー

ションを提供し、これらを専門的に管理しながら高度化させ、成長し続けることを経営の基本理念として掲げていま

す。また、企業保険を専門に扱うAGCSの一員として、リスクに関する広範な知識や、
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アリアンツ・グループについて

アリアンツは１８９０年に設立された世界有数の金融保険グル－プです。アリアンツは、世界７０カ国以上で、損害

保険、生命保険、
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本社機構（含む営業機構）２０20年７月１日現在

４.  経営の組織

株　主　総　会

取　締　役　会

代表取締役社長

監　査　役　会
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Ⅰ.
５.  役員の状況

６.  会計監査法人の状況

当社は、第30期において、会計監査人をPwCあらた有限責任監査法人に委任しております。

役　名 氏　名 略　　　　歴

代表取締役会長
（非常勤）

ヨアヒム・ミュラー 2019年 12月 アリアンツ・グローバル・コーポレート・アン
ド・スペシャルティ・エスイー 最高経営責
任者

20１9年 12月 当社代表取締役会長

代表取締役社長 元田　賢 2012年　4月 当社入社
2012年　6月 当社代表取締役社長

取締役 樫村　信行 2013年 10月 当社入社
20１4年　7月 当社取締役

取締役 丸山　慶一 2015年　8月 当社入社
　　  同 当社取締役

取締役 荒田　智子 ２０１４年　７月 当社入社
２０１７年　７月 当社取締役

取締役
（非常勤）

マーク・ミッチェル 20１3年　1月 アリアンツ・グローバル・コーポレート・アン
ド・スペシャルティ・エスイー 香港支店 

 最高経営責任者
2014年 10月 アリアンツ・グロ－バル・コ－ポレ－ト・アン

ド・スペシャルティ・エスイー アジア・パシ
フィック地域担当最高経営責任者

2014年 10月 当社取締役

監査役
（常勤）

滑川　文明 ２０１６年　7月 当社監査役

監査役
（非常勤）

乗添　光太郎 2012年　6月 当社監査役

監査役
（非常勤）

有馬　勇一 2019年　7月 当社監査役

（注）滑川文明および乗添光太郎ならびに有馬勇一は会社法第２条第１６号に定める社外監査役です。

（２０20年７月9日現在）
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当社は、主にブローカー及び代理店を通じて保険商品の販売・引受を行っています。

主な取扱商品は下記のとおりです。

１.  主な取扱い商品

Ⅱ.  主要な業務の内容

企業財産総合保険 企業所有の建物や動産の損害を補償するとともに、損害を受けたことによって営業
が休止または阻害されたために生じた利益喪失など事業活動で直面するリスクを総
合的にカバーし、補償するオールリスクタイプの総合保険です。

普通火災保険 店舗・工場などの火災などにより生じた損害を補償する保険です。

店舗総合保険 事務所店舗・店舗兼住宅などの建物とその什器・備品などを対象とし、普通火災保
険で補償する損害のほか、車の飛び込み損害・水漏れによって生じた損害、持出家
財の損害など幅広く補償する保険です。

利益保険 店舗・事務所・工場・倉庫などの火災、落雷、爆発などによる営業の休止によって生じ
た利益の減少を補償する保険です。

動産総合保険 動産を対象として、火災による損害のみならず、盗難や破損など偶然な事故による損
害を補償するオールリスクタイプの保険です。

機械保険 機械設備・装置を対象とし、従業員の誤操作、保守管理の不良による事故、電気的
事故のほか、物の落下・衝突などの偶発的な事故によって被った損害を補償する保
険です。

組立保険 機械設備・プラント装置、鋼構造物などの据付け・組立工事において偶発的な事故
により、工事の目的物・工事用材料などに生じた損害を補償する保険です。

建設工事保険 工事から引渡しまでの間に、建設中の建物に損害が生じた場合に補償する保険で
す。

賠償責任保険 偶然な事故により他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったとき、その賠
償金を補償する保険で、施設所有（管理）者・請負業者・生産物など各種賠償責任
保険があります。

デジタル事業・
データ保護保険

個人情報の漏えい、秘密保持違反、セキュリティ上・メディア上の不当行為に起因
して生じた損害賠償金および争訟費用ならびにコンピュータシステムが使用不能と
なったことに起因して生じた事業中断による損害を補償するサイバー保険です。

生産物回収費用保険 企業が生産・製造する製品の欠陥が原因で、第三者に身体障害・財物損壊による
損害を与えるまたは与える危険があることにより行う製品の回収（リコール）に伴う費
用を補償する保険です。
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Ⅱ.
会社役員賠償責任保険 会社役員がその業務を執行するにあたり、過失により会社（株主）や第三者に経済
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Ⅱ.

⑴約款の位置づけ

損害保険は無形の商品ですが、その内容を具体的にすることで、契約の約束事を記載したものが保険約款です。

原則として、保険会社は、約款の新設・変更については、保険事業の監督者である金融庁から認可を取得（または金

融庁へ届出）しています。約款には、基本的な保険契約の条件や基本的な免責事由を定めた「普通保険約款」があ

り、それを補完・補足して更に個別具体的な引受条件を規定する「特約」とセットで一つの保険商品を構成していま

す。賠償責任保険においては、「普通保険約款」に補償するリスクの類型ごとに特有の基本条項を規定する「特別

約款」を付帯し、それに更に個別具体的な条件を規定する「特約」をセットとして一つの保険商品を構成しています。

保険契約は、全てこうした各種約款を使って契約されます。

⑵契約時の留意事項

申込書に記載された内容も契約内容としてご契約者・保険会社の双方を拘束し羊得
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⑴契約締結のしくみ

代理店による保険募集

代理店は損害保険会社との間で締結した｢損害保険代理店委託契約｣に基づき、保険会社に代わって損害

保険の契約募集を行います。損害保険代理店には保険会社のために保険契約を締結する代理権を有する締結

代理店と保険契約の締結の媒介のみを行う媒介代理店の２種類があります。

⑵代理店の役割と業務内容

　当社では、代理店委託契約書を取り交わした上で、締結代理店の場合、代理店がお客様との間で次のような

業務を行うことを代理店に委託しています。

♦保険契約の締結

♦保険料の領収または返還

♦ 保険契約の変更・解除等の申し出の受付（ただし、クーリングオフの申し出は除きます）

♦保険料領収証の発行・交付

♦保険契約の維持、管理に関連するその他の事項

また代理店は、このほかにもお客様と保険会社の橋渡し役としてお客様のニーズに対応した各種保険サービス

を提供し、万一の事故が生じた際には、保険金のご請求についての適切なアドバイスをすることなどのサービスも

日常業務としています。このように、代理店は損害保険に関するプロフェッショナルとしてお客様に様々な情報を

提供し、お客様を様々な危険や災害による経済的損失を補てんし、経済生活の安定を図るという社会的役割を

担っています。

⑶代理店登録

損害保険代理店は、保険業法に基づき内閣総理大臣の登録を受けることが義務づけられています。この登録

を行ってはじめて代理店として保険契約の募集を行うことが可能となります。また、代理店で保険の募集に従事す

る者は、所定の教育を修了し、または、損害保険募集人一般試験に合格した上で内閣総理大臣に届け出なけれ

ばならないことになっています。

７.  保険募集

Disclosure2020.indd   14Disclosure2020.indd   14 20.7.20   3:01:32 PM20.7.20   3:01:32 PM
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当社は、お客様第一主義のもと、お客様それぞれのニーズに合ったリスク・ソリューションを提供し、お客様が安定

的に発展していくためのパートナーでありたいと考えています。この基本的な考え方を不断に遂行するため、「お客

様本位の業務運営方針」を定め、公表しています。お客様本位の業務運営方針については41ページをご参照下さ

い。

８.  お客様本位の業務運営
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Ⅲ.

⑴事業の経過及び成果等

 　当期のわが国経済は、雇用・所得環境の改善などにより内需を中心に穏やかに回復してまいりましたが、年明

け以降、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響により、景気は大きく落ち込みました。

 　このような事業環境のもと、当社は引き続きコア・ビジネスであるグローバルな企業保険に注力いたしました。な

お、当社は引受保険契約の多くを親会社であるアリアンツ・グローバル・コーポレート・アンド・スペシャルティ・エスイー

（AGCS）、および外部の再保険会社数社に出再している為、巨大リスクや自然災害リスクの大部分が再保険

でカバーされています。

 　このような中、当事業年度の業績は次の通りとなりました。

 　保険引受収益は154百万円（前期比90百万円減）、資産運用収益が2百万円（前期比0百万円増）となり、

経常収益は386百万円（前期比65百万円減）となりました。保険引受費用は△1,668百万円（前期比62百万

円減）、資産運用費用は78百万円（前期比67百万円増）、



18

となり、正味事業費率は△443.1％となりました。

⑶資産運用の概況

 　当期末総資産は9,649百万円、運用資産は6,664百万円となりました。前期よりそれぞれ、4.9％、7.3％の

減少となりました。運用資産の主な項目としては、預貯金6,620百万円となります。

⑷対処すべき課題

 　当社は、より多くのお客様からの信頼を維持するために、内部管理、サイバーセキュリティー管理態勢および

ERM（全社的リスクマネジメント）態勢の強化に努めます。また、堅実な経営を継続しているアリアンツ・グループの

一員として企業保険分野への特化を通して、魅力ある商品のご提案、ITインフラの整備、リスク管理の徹底等に

取り組んでまいります。
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Ⅲ.
２.  直近の５事業年度における主要な業務の状況を示す指標

（単位：百万円）

年度
区分 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

正味収入保険料
経常収益
経常利益
当期純利益
資本金
発行済株式の総数
純資産額
総資産額
責任準備金残高
貸付金残高
有価証券残高
ソルベンシー・マージン比率
配当性向
従業員数

115
615
1,200
969
1,000
１３９
3,５２０
８,３２５
１,３４１

－
－

1,３８３.2
40
４8

千株

％

％

名

９９
６１７
５９２
５４１
1,000
１３９
3,６７１
７,９７１
９３４
－
－

1,３１２.2
３９
４４

千株

％

％

名

85
１７７
３４０
２５９
1,000
１３９
3,７２１
８,５５２
９４１
－
－

1,１５９.2
１９４
４２

千株

％

％

名

１１７
４５１
５４９
４３７

１,０００
１３９

３,６５６
１０,１４６
８４２
－
－

８７２.６
331
４５

千株

％

％

名

１０２
３８６
５１５
３３１

１,０００
１３９

２,５３９
９,６４９
８６６
－
－

813.1
89
３８ ９
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⑴主要な業務の状況を示す指標 

３.  直近の3事業年度における業務の状況を示す指標等  

正味収入保険料 （単位：百万円）

年度  
種目 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

△４
６３
－
0
２６

（       △７）

４
５４
－
0
５８

（       △１０）

△ 7
５6
－
△ 0
５3

（          5）

合計 ８５ １１７ １02

（注）正味収入保険料とは、元受及び受再契約の収入保険料から出再契約の再保険料を控除したものです。

元受正味保険料 （単位：百万円）

年度  
種目 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

２,３１６
５１３
－
－

4,８９５
（    ３,２５５）

２,０３７
９１５
－
－

５,４３２
（    ４,２８０）

１,９７０
７４０
－
－

６,２９７
（    ５,１２８）

合計 7,７２４ ８,３８５ ９,００７
従業員一人当たり
元受正味保険料

１８３ １８６ ２３７

（注）元受正味保険料とは、元受保険料から元受解約返戻金及び元受その他返戻金を控除したものです。

受再正味保険料 （単位：百万円）

年度  
種目 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

３,７６４
２２２
－
０

６,８９０
（    １,３７６）

３,８０１
２４３
－
０

６,８１４
（    １,３０６）

２,９６６
４３６
－
△０

６,４２８
（    １,２１４）

合計 １０,８７７ １０,８５９ ９,８３１

（注）受再正味保険料とは、受再保険料から受再解約返戻金及び受再その他返戻金を控除したものです。
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Ⅲ.支払再保険料 （単位：百万円）

年度  
種目 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

６,０８５
６７１
－
△０

１１,７５９
（      ４,６３９）

５,８３３
１,１０４

－
－

１２,１８９
（      ５,５９６）

４,９４３
１,１１９

－
－

１２,６７２
（      ６,３３６）

合計 １８,５１６ １９,１２７ １８,７３６

（注）支払再保険料とは、再保険料から再保険返戻金及びその他再保険収入を控除したものです。

正味支払保険金 （単位：百万円）

年度  
種目 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

４
１８
－
０
２２

（        ０）

１９
２６
１
０
２３

（        ０）

１０
４９
－
０
２４

（        １）

合計 ４６ ７１ ８４

（注）正味支払保険金とは、元受及び受再契約の支払保険金から出再契約による回収保険金を控除したものです。

元受正味保険金 （単位：百万円）

年度  
種目 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

６４１
２２１
－
－

４２９
（        ２５３）

７９
４２０
２
－

９２２
（        ３５９）

１２４
５９９
－
－

６０４
（        ３６４）

合計 １,２９１ １,４２４ １,３２９

（注）元受正味保険金とは、元受保険金から求償等による回収金を控除したものです。

受再正味保険金 （単位：百万円）

年度  
種目 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

７６６
１５９
－
１３

６,５１８
（      ２８）

３６４
△７２６
－
０

５,９８２
（      ２７）

１,１４８
１８０
－
０

５,９９２
（      ３,３６３）

合計 ７,４５７ ５,６２１ ７,３２２
１８

【

火災
海上
傷害
自動車
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Ⅲ.⑵保険契約に関する指標 

 

契約者配当金の額 

該当事項はありません。 

 

正味損害率、正味事業費率及びその合算率 （単位：％）

年度  
種目

２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度
正味
損害率

正味
事業費率 合算率 正味

損害率
正味

事業費率 合算率 正味
損害率

正味
事業費率 合算率

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

△ 151.7
46.5
ー

76.3
207.3

（△199.4）

3,656.9
7.2
ー

24.3
△ 537.2
（2,315.5）

3,505.1
53.7
ー

100.6
△ 329.9
（2,116.1）

1,055.0
111.4
ー

312.5
157.8

（△ 402.4）

△ 3,582.9
22.2
ー

30.4
△ 383.9
（1,490.9）

△ 2,527.9
133.6
ー

342.8
△ 226.2
（1,088.5）

△ ４９５.9
139.5
ー

△11,493.2
162.3

（757.5）

1,745.0
155.2
ー

33.4
△ 778.2
（△ 693.7）

1,249.0
294.7
ー

△11,459.8
△ 615.9
（63.8）

合計 107.4 △ 358.7 △ 251.3 172.2 △ 317.0 △ 144.8 197.2 △ 443.1 △ 245.9

（注）正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料
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引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０１８年度 （単位：百万円）

年度  
区分

２０１７年度
期末残高

２０１８年度
増加額

２０１８年度
減少額

２０１８年度
期末残高

一般貸倒引当金 
個別貸倒引当金 
特定海外債権引当金 
退職給付引当金 
役員退職慰労引当金
賞与引当金 
価格変動準備金 

0
ー
ー
100
31
３２
４

ー
ー
ー
14
7
３6
1

0
ー
ー
19
－
32
－

0
ー
ー
95
38
３6
6

合計 １７0 59 52 １７7

２０１９年度 （単位：百万円）

年度  
区分

２０１８年度
期末残高

２０１９年度
増加額

２０１９年度
減少額

２０１９年度
期末残高

一般貸倒引当金 
個別貸倒引当金 
特定海外債権引当金 
退職給付引当金 
役員退職慰労引当金
賞与引当金 
価格変動準備金 

０
ー
ー
95
38
３6
6

2
ー
ー
１６
７
３２
１

ー
ー
ー
26
－
３6
－

2
ー
ー
86
46
３2
7

合計 １７7 61 63 １７5

貸付金償却
　該当事項はありません。
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Ⅲ.資本金等明細表（含む利益準備金および任意積立金）　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０１８年度 （単位：百万円）

年度  
区分

２０１７年度
期末残高

２０１８年度
増加額

２０１８年度
減少額

２０１８年度
期末残高

資　本　金 １,０００ ー ー １,０００

う ち 既
発行株式 普 通 株 式 （１３９,４８０株）１,０００

ー
ー

ー
ー
（１３９,４８０株）

１,０００

資本剰余金
資 本 準 備 金 １,７３７ ー ー １,７３７

計 １,７３７ ー ー １,７３７

利益剰余金

（ 任 意 積 立 金 ） 
１,７３７ ー ー １,７３７

計７

う ち 既
う ち 既
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損害率の上昇に対する経常利益または経常損失の変動

損害率の上昇シナリオ
地震保険を除く、すべての保険種目について、均等に発生損
害率が1%上昇すると仮定いたします。

計算方法

・  増加する発生損害額 ＝ 既経過保険料×1%

・  増加する発生損害額のうち、正味支払保険金、支払備金積
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Ⅲ.⑷資産の運用に関する指標

資産運用方針

当社は、保険契約者の皆様からお預かりした保険料を将来の保険金支払に備えるために、保険業法・保険業法

施行規則等の法令に則り、資産内容の安全性・流動性に留意しつつ、収益性の向上を図るよう努めています。

資産運用の概況 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

年度  
区分

２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

預貯金
コールローン
買入金銭債権
金銭の信託
有価証券
貸付金
土地・建物

７,０８３
－
－
－
－
－
５４

８２.８
－
－
－
－
－

０.６

７,１４３
－
－
－
－
－
４８

７０.４
－
－
－
－
－

０.５

６,６２０
－
－
－
－
－
４３

６８.６
－
－
－
－
－

０.４

運用資産計 ７,１３７ ８３.５ ７,１９２ ７０.９ ６,６６４ ６９.１

総資産 ８,５５２ １００.０ １０,１４６ １００.０ ９,６４９ １００.０
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海外投融資残高および構成比・海外投融資利回り
該当事項はありません。 

商品有価証券の平均残高および売買高

該当事項はありません。

保有有価証券の種類別の残高および合計に対する構成比

該当事項はありません。

保有有価証券利回り

該当事項はありません。

有価証券残存期間別残高

該当事項はありません。

業種別保有株式の額
該当事項はありません。

貸付金の残存期間別の残高
　該当事項はありません。

担保別貸付金残高
　該当事項はありません。

使途別の貸付金残高および構成比
　該当事項はありません。

業種別の貸付金残高および貸付金残高の合計に対する割合
　該当事項はありません。

規模別の貸付金残高および貸付金残高の合計に対する割合
　該当事項はありません。
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Ⅲ.

⑸特別勘定に関する指標
  
特別勘定資産残高 
該当事項はありません。 
 

特別勘定資産 
該当事項はあり
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４.  責任準備金の残高の内訳 

（単位：百万円）

内訳  

種目

２０１７年度

普通責任準備金 異常危険準備金 合計

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

１７0
５７
ー
0

２８0
（     １７９）

１０0
１１７
0
0

２１５
（　　　　 1）

２７0
１７５
0
0

４９５
（     １８１）

合計 ５０８ ４３２ ９４１

（単位：百万円）

内訳  

種目

２０１８年度

普通責任準備金 異常危険準備金 合計

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

１６５
２９
ー
０

３９６
（     １９２）

８６
１１８
０
０
４６

（　　　　 0）

２５１
１４７
０
０

４４３
（     １９３）

合計 ５９１ ２５１ ８４２

（単位：百万円）

内訳  

種目

２０１９年度

普通責任準備金 異常危険準備金 合計

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

１５６
２５
ー
ー

４６６
（      ７２）

７５
９４
０
０
４８

（　　　　 １）

２３２
１２０
０
０

５１４
（      ７３）

合計 ６４８ ２１８ ８６６

（注）　１．地震保険に係る責任準備金については、普通責任準備金として記載しています。
　　　２．危険準備金、払戻積立金、契約者配当準備金については当社に該当はありません。

責任準備金積立水準
該当事項はありません。 
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Ⅲ.
５.  期首時点支払備金（見積り額）の当期末状況（ラン・オフ・リザルト）

（単位：百万円）

会計年度 期首支払備金 前期以前発生事故に係る
当期支払保険金

前期以前発生事故に係る
当期末支払備金

当期把握
見積り差額

２０１５年度 1,736 381 340 1,015

２０１６年度 3,484 604 1,659 1,220

２０１７年度 4,860 1,042 2,209 1,608

２０１８年度 5,173 997 1,926 2,249

２０１９年度 4,162 1,108 2,018 1,035

（注）  １．国内元受契約に係る出再控除前の金額です。
２．地震保険に係る金額を除いて記載しています。
３． 当期把握見積り差額
＝期首支払備金－（前期以前発生事故に係る当期支払保険金＋前期以前発生事故に係る当期末支払備金）

Disclosure2020.indd   33Disclosure2020.indd   33 20.7.20   3:01:37 PM20.7.20   3:01:37 PM



34

６.  事故発生からの期間経過に伴う最終損害見積り額の推移表  
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Ⅳ.

⑴リスク管理基本方針とリスク管理態勢

当社の親会社であるAGCSは同社の支店・子会社すべてを通じて共通のリスク管理の方針となる「リスク方針」

を策定しています。この方針をうけて日本において当社は「リスク管理基本方針」を策定し、具体的にリスクの所在と

その指標を明示して早期に対応策がとれるようにしています。また、個々のリスクを横断的に管理するためリスク委員

会を設置し、リスクの状況について的確に把握し、リスク管理に係る重要な方針を審議・決定しています。 

保険引受リスクについては、当社は一定の引受基準に基づき引受を行い、保有基準の厳格な適用と出再保険な

どの危険分散を行ってリスクを管理しています。資産運用リスク・流動性リスクについては、
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２.  コンプライアンス（法令等遵守）体制

当社は、企業とは公共の利益に継続的貢献を行う役割を持つ社会的存在であり、とりわけ損害保険事業は、その

性質上高い公共性を有しているため、社会からの信頼を得るべく自己責任原則に基づき業務の健全性と適切性の

確保に一層励まなければならないものと考えています。また、当社は、法令等を遵守することおよび社会規範に則し

た行動をすることが経営の最重要課題の一つであると認識しており、その実現のために、コンプライアンス体制の構

築及び不断の維持・強化のための取組みを以下のように行っています。

⑴コンプライアンス体制の確立
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Ⅳ.⑺顧客情報の保護

 　当社は、顧客情報の適切な管理の重要性を認識しており、社内に情報セキュリティ態勢を構築しています。
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「お客様の声」対応方針

《基本理念》

当社は、「お客様の声」として頂戴した御意見や御不満等を貴重なものであると考え、真摯に受けとめさ
せていただきます。また、お客様から真に信頼される企業となるため、「お客様の声」を当社業務の更なる向
上に積極的に役立てたいと考えております。「お客様の声」の中でも、「苦情」とはお客様から不満足の表
明があったもの全てをいうと考え、特に迅速な対応と解決を図ってまいります。なお、お客様には、御契約者
や被保険者の方々、事故関係者（被害者の方等）および当社代理店を含むものと考えております。

《行動指針》

１． 「お客様の声」に対しては、解決に向かって迅速かつ誠実に取組みます。
２． 「お客様の声」を商品やサービスの改善に積極的に活かします。
３． 「お客様の声」をお電話やE-mail 等により積極的に受け取らせていただくための相談窓口を設置

いたします。
４． 「お客様の声」の中でも「苦情」に関しては、特に解決を急がなくてはならないものと考え、忠実かつ

積極的な態度で対応に臨みます。
５． 「苦情」に関しては、対応までに要する時間に関して、お客様と十分に連絡をとらせていただきます。
また、対応に多くの時間がかかるものに関しては、適宜進捗の状況を御連絡させていただきます。

６． 「苦情」に関しては、迅速な解決を図ることの他に、苦情どたまた 情」
３．
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Ⅳ.

｢反社会的勢力対応基本方針｣

１．　当社は、反社会的勢力に対して毅然とした姿勢で臨み、一切の関係を遮断することが、保険会社と
しての社会的責任を果たす上で重要なことであると認識しており、反社会的勢力からの不当・不正
な要求を断固拒絶する態勢を構築します。

２．　反社会的勢力による不当要求等に備えて、平素より警察、暴力追放運動推進センター等の外部専
門機関と緊密な連携関係を構築するよう努めます。

３．　反社会的勢力による不当要求等を受けた場合には、担当者や担当部署の安全を確保するととも
に、全社を挙げて組織的な支援を行います。

４．　反社会的勢力に対する資金提供や裏取引は絶対に行いません。万が一、反社会的勢力より、不当
要求等を強制された場合は、民事と刑事両面からの法的対応を行います。

  －以上－
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利益相反管理方針（概要）

今般、金融機関の提供するサービスの多様化や世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融
機関内または金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、お客様との利益相反が発
生するおそれが高まっています。

このため、当社は、お客様の利益が不当に害されることのないよう、以下のとおり法令に基づき利益相
反に関わる体制を整備し、その管理を適切に行ないます。

１． 利益相反のおそれのある対象取引について
利益相反は、①当社または当社の親金融機関等もしくは子金融機関等（以下あわせて「グループ会
社」といいます）とお客様との間、または、②お客様と当社またはグループ会社の他のお客様との間で生
じる可能性があります。
当社では、このうち、当社が行う保険関連業務にかかるお客様の利益を不当に害するおそれのある

取引（以下「対象取引」といいます）を管理の対象とします。

２． 対象取引の特定方法と管理方法について
当社は、お客様との取引により取得した情報から、利益相反対象取引に該当するおそれがあると当
社が判断した場合は、対象取引の特定に必要な情報を一元的に管理したうえで、お客様との取引業務
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Ⅳ.１. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会社法第362条第4項第6

号）

「アリアンツ・グループ・ポリシー（Allianz Group Policy）」を頂点とし「コード
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等の各種規定およびその下位規範を、使用人が法令及び定款に適合した職務執行を行うための行動規範と

し、社内研修を通じてかかる行動規範の周知徹底を図り、コンプライアンスのための企業倫理の確立に努め

る。また、使用人が職務執行をするに際して、必要に応じて専門的知識を有する者（外部の専門家を含む。）の

意見を徴することのできる体制を整備する。また、コンプライアンス委員会により、会社全体の横断的なコンプラ

イアンスの徹底を推進する。

使用人の職務執行は、内部監査人、取締役会及び監査役会による監視・監督に服するものとする。かかる

職務執行の監視・監督の際には、必要に応じて外部の専門家を積極的に活用しその実効性を高めるものとす

る。さらに、使用人自らがコンプライアンス上の問題を直接報告することのできる内部通報制度の利用促進を通

じ、使用人の職務執行に関するコンプライアンスを徹底するものとする。

６.  当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適性を確保するための体

制（会社法施行規則第100条第1項第5号）

親会社内部監査部門の定期的監査を受け入れ、その報告を受けるとともに、親会社のコンプライアンス担

当取締役、グループ管理担当取締役と随時情報交換を行い、コンプライアンス上の課題および効率性の観点

からの課題を把握し、企業集団における業務の適性を確保する。

７.  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項（会社

法施行規則第100条第3項第1号）
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Ⅳ.

⑴ 個人情報保護方針について

アリアンツ火災海上保険株式会社は、個人の尊厳を重んじ、個人情報保護に関する法令および社会秩序

を遵守の上、次のとおり個人情報保護方針を定め、これを実行し維持することを宣言します。

１．  当社は、個人情報の収集にあたり、収集目的を明らかにし、本人の明確な同意のうえで、適法かつ公正な

手段によって収集します。また、個人情報の利用および提供は、本人が同意を与えた収集目的の範囲内で

行います。

２．  当社は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、自己の個人情報に対し、開示、訂正、削除等を求められ

たときは、合理的な期間、妥当な範囲内でこれに応じます。

３．  当社は、個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、当社の個人情報保護方針を遵守できる委託先

を選定し、その取り扱いについて管理・監督致します。

４．  当社は、当社が取り扱う個人情報を安全かつ正確に管理し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛

失、破壊、改ざん、漏洩の予防ならびに是正に努めます。

５．  当社は、個人情報に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報の取り扱いについて十分な注意を払い

ます。

６ ． 当社は、適切な個人情報の保護を維持するために、個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善を行

います。

７． 当社は、上記およびその他の個人情報に関するお問い合わせ窓口を設置致します。 －以上－

⑵お客様個人情報の取扱いについて

アリアンツ火災海上保険株式会社は、お客様からお預かりした個人情報を適切に保護することが弊社の重

要な社会的責任であると認識し、個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守の上、以下のように会社と

して取り組んでいます。また、当社は適切な個人情報保護を維持するために、こうした取組の継続的改善を行

います。

情報の収集・利用目的について

お客様とのお取引を安全確実に進め、より良い商品・各種サービスを提供させていただくため、必要な範囲で

お客様に関する情報を収集させていただいています。これらの情報は、次の目的のために利用させていただきま

す。

6.  個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）
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Ⅳ.情報の管理について

お客様の情報を正確で最新なものに維持するよう努めています。また、個人情報管理責任者を定め、個人情

報の紛失、破壊、改ざん、および漏えい等を防止するため、個人情報へのアクセス管理、個人情報の持ち出し

手段の制限、外部からの不正アクセス防止等の情報セキュリティ対策を講じています。

お客様からの情報の開示、訂正のご請求等について

お客様からご自身に関する情報の開示のご依頼があった場合、あるいはご提供いただいたお客様の個人情

報の訂正のご依頼があった場合は、請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで、当社業務の適

正な実施に支障を来たす等特別な理由のない限り、ご依頼に対応させていただきます。具体的な手続きについ

ては、「個人情報（個人データ）の開示等の請求の手続きについて」をご参照ください。また、個人情報の取扱

い、安全管理に関するお客様からのご質問、苦情についても、適切に対応いたします。下記お問い合わせ窓口

までお申し出ください。

【お問い合わせ窓口】

アリアンツ火災海上保険株式会社　個人情報　お客様窓口

電話番号 ：03－4588－7540

受付時間 ：9：00～17：00　（土日、祝祭日および年末年始を除きます。）

電子メール：agcs.jp.privacy@allianz.com

なお当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人 外国損害保険協会の対象事業者です。同協会

においても、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。

【お問合せ先】

一般社団法人　外国損害保険協会　事務局
所 在 地：〒１０５－０００１　東京都港区虎ノ門３－２０－４ 虎ノ門鈴木ビル７F
電　　話：０３－５４２５－７８５0

受付時間：９：００～１７：００（但し１２：００～１３：００、また土日、祝祭日および年末年始を除きます。）
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１.  計算書類

Ⅴ.  直近の2事業年度における財産の状況 

⑴貸借対照表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
年度  科目

２０１８年度末
２０１９年３月３１日現在

２０１９年度末
２０２０年３月３１日現在

年度  科目
２０１８年度末
２０１９年３月３１日現在

２０１９年度末
２０２０年３月３１日現在

（資産の部）
現金及び預貯金
預貯金
有形固定資産
建物
その他の有形固定資産
無形固定資産
ソフトウェア
その他資産
未収保険料
代理店貸
共同保険貸
再保険貸
外国再保険貸
未収金
未収収益
預託金
仮払金
繰延税金資産
貸倒引当金

 ７,１４３ 
 ７,１４３ 
 ６６ 
 ４８ 
 １７ 
 ８ 
 ８ 

 ２,８４４ 
 ５８ 
 ５２５ 
２ 

 ３１３ 
 １,８２６ 
４０ 
０ 
 ６１ 
 １５ 
 ８３ 
 △０ 

  ６,６２０ 
 ６,６２０ 
 ５/６ ㎈ ４/有形∵０
０  
 ６Å４ 腡
建物

その他の有形固定資産
無形固定資産
∵勦１ １ １ １ １ １ ∵ゼ

１１ １

�Å 
建物 １
負

 ６ ４
Ｈ

賞琵/ ∫





50

２． 有形固定資産、関係会社に対する金銭債権債務に関する事項は次の通りであります。

⑴ 有形固定資産の減価償却累計額は72百万円であります。

⑵ 関係会社に対する金銭債権総額は1,533百万円、金銭債務総額は3,569百万円であります。

３． 支払備金に関する事項は次の通りであります。 （単位：百万円）

支払備金（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） 15,815
同上にかかる出再支払備金 15,665
差引（イ） 149
地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る支払備金（ロ） ー
計　（イ）＋（ロ） 149

４． 責任準備金に関する事項は次の通りであります。 （単位：百万円）

普通責任準備金（出再責任準備金控除前） 6,505
同上にかかる出再責任準備金 5,856
差引（イ） 648
その他の責任準備金（ロ） 218
計　（イ）＋（ロ）        866

５． 繰延税金資産に関する事項は次の通りであります。

⑴繰延税金資産の総額は493百万円であります。

　 また、繰延税金資産から評価性引当金として控除した金額は437百万円であります。

　 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、責任準備金199百万円、前受収益192百万円であります。

⑵ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳は以下のとおりであります。

法定実効税率 28.0 ％

（調　整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5

住民税均等割等 0.4

評価性引当額の増減 5.4

その他    0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 　35.5 ％

６． 金融商品に関する事項は次の通りであります。

⑴ 金融商品の状況に関する事項

　①金融商品に対する取組方針

　　 当社は運用にあたっては、運用利回りの向上を図りつつ、安全性、流動性及び資産・負債のマッチングを

含め、保有資産のリスク管理に十分な配慮を払い、原則として預貯金及び高格付けの債券を中心とした

安全性の高い金融商品で運用し、ヘッジ目的以外のデリバティブ商品及び金融仕組商品への投資は原

則として行わない方針であります。
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親
会
社
の
子
会
社

アリアンツ・グロー
バル・コーポレー
ト・アンド・スペシャ
ルティ・サウスア
フリカ・リミテッド

なし
再保険
取引等

再
保
険
取
引

受再保険料 0
未収受再保
険料など

0受再保険金 461
受再手数料 ー
出再保険料 79

未払再保険
料など

0出再保険金 ー
出再手数料 5

親
会
社
の
子
会
社

アリアンツ・アユ
タヤ・ジェネラル・
インシュランス・
パブリック・カン
パニー・リミテッ
ド

なし
再保険
取引等

再
保
険
取
引

受再保険料 27
未収受再保
険料など

28受再保険金 234
受再手数料 6
出再保険料 ー

未払再保険
料など

3出再保険金 ー
出再手数料 ー

親
会
社
の
子
会
社

アリアンツ・グ
ローバル・リス
ク・ユーエス・イ
ンシュランス・カ
ンパニー

なし
再保険
取引等

再
保
険
取
引

受再保険料 13
未収受再保
険料など

26受再保険金 ー
受再手数料 1
出再保険料 84

未払再保険
料など

206出再保険金 ー
出再手数料 20

運営経費 31 未払金 10

（注）取引条件ないし取引条件の決定方針等

⑴ 再保険取引料率及び手数料については、資本コストや過去のリスク、社費を考慮した客観的な料率計算方式に

基づき決定されています。

⑵ サービス料はコストプラス方式の客観的な算式に基づき決定されています。

４． 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。

Disisi
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Ⅴ.⑶キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

年度
科目

２０１８年度
２０１８年４月１日から
２０１９年３月３１日まで

２０１９年度
２０１９年４月１日から
２０２０年３月３１日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 （△は純損失）  ５４８  ５１３ 
減価償却費  １９  １６ 
支払備金の増減赫は純損失）/５
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Ⅴ.２０１９年度株主資本等変動計算書の注記事項

１． 発行済株式の種類および総数に関する事項は次のとおりです。 

２０１９年度 当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度
末株式数 摘要

普通株式 １３９千株 －千株 －千株 １３９千株 －

合計 １３９千株  －千株  －千株 １３９千株

2. 当事業年度末における自己株式の保有はありません。

3. 当事業年度末における新株予約権の目的となる株式はありません。

4. 配当に関する事項

⑴配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 1株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日

２０１９年７月１０日
定時株主総会 普通株式 1,448

利益剰余金
及び

資本剰余金
10,383.91 ２０１９年

３月３１日
２０１９年
７月１９日

（注）  配当の原資別の配当金の総額は、利益剰余金から711百万円（1株あたり配当額5,100.00円）、資本剰余金から737百万円（1
株あたり配当額5,283.91円）であります。

⑵ 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

２０２０年７月９日
定時株主総会 普通株式 295 2,116.73 ２０２０年

３月３１日
２０２０年
７月１７日

5. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。
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⑴破綻先債権  

該当事項はありません。

  

⑵延滞債権

該当事項はありません。

  

⑶3ヶ月以上延滞債権  

該当事項はありません。

  

⑷貸付条件緩和債権  

該当事項はありません。

  

⑸リスク管理債権の合計額

該当事項はありません。

該当事項はありません。  

⑴破産更生債権及びこれらに準ずる債権  

該当事項はありません。  

  

⑵危険債権  

該当事項はありません。  

  

⑶要管理債権  

該当事項はありません。  

  

⑷正常債権  

該当事項はありません。  

２.  リスク管理債権  

３.  元本補塡契約のある信託に係る貸出金の状況

４.  債務者区分に基づいて区分された債権
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Ⅵ.

Ⅷ.

⑴計算書類等についての会計監査人の監査報告

２０１８年度

 　201８年度（201８年4月1日から201９年3月31日まで）の計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書）ならびにその付属明細書について、会社法の規定に基づき、PwCあらた有限責任監査法人の会

計監査を受けており、監査報告書を受領しています。

２０１９年度

 　201９年度（201９年4月1日から20２０年3月31日まで）の計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書）ならびにその付属明細書について、会社法の規定に基づき、PwCあらた有限責任監査法人の会

計監査を受けており、監査報告書を受領しています。

⑵財務諸表の適正性ならびに財務諸表作成に関する内部監査の有効性の確認

 　本誌に掲載された財務諸表の適正性ならびに財務諸表作成にかかわる内部監査の有効性につきましては、

代表取締役社長が確認しております。

７.  その他

該当事項はありません。

６.  時価情報等
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Ⅵ.　保険会社及びその子会社等の概況 

Ⅶ.　保険会社及びその子会社等の主要な業務 

Ⅷ.　保険会社及びその子会社等の直近の２連結会計年度における財産の状況

　　Ⅵ、Ⅶ、Ⅷとも全て該当事項はありません。
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